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第
２
回
総
合
計
画
審
議
会

中
・
高
生
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

第
１
回
総
合
計
画
審
議
会

問問問合せ先 企画財政課企画調整業務担当 緯鰻2212問合せ先 企画財政課企画調整業務担当問合せ先 企画財政課企画調整業務担当 緯緯鰻鰻22122122

各
委
員
に
対
し
委
嘱
状
の
交
付

を
行
っ
た
後
、
土
屋
孝
一
委
員
が

会
長
に
、
大
川
敏
雄
委
員
が
副
会

長
に
選
出
さ
れ
、
市
長
が
土
屋
会

長
に
諮
問
書
を
手
渡
し
ま
し
た
。

続
い
て
、
事
務
局
か
ら
総
合
計

画
や
審
議
会
の
概
要
や
序
論
・
計

画
原
案
な
ど
を
説
明
し
た
後
、
今

後
の
審
議
の
進
め
方
や
ま
ち
づ
く

り
全
般
に
つ
い
て
、
各
委
員
の
日

頃
の
生
活
や
活
動
の
中
で
の
考
え

な
ど
を
交
え
な
が
ら
、
意
見
交
換

を
行
い
ま
し
た
。（
６
月

日
開
催
）

１６

◎
主
な
意
見

・

年
間
の
財
政
収
支
を
提
示
し

１０て
ほ
し
い
。

・
教
育
関
係
の
事
業
は
あ
る
程
度

行
う
べ
き
。

・
民
間
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル（
※

注
）を
取
り
入
れ
、
し
っ
か
り
検

証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
回
収
率
が

・
２
％
と
低
く
な
っ
た
原
因

３８は
何
か
。

・
ア
ン
ケ
ー
ト
で

年
以
上
住
ん

２０

で
い
る
人
と
５
年
未
満
の
比
較

を
し
て
ほ
し
い
。

・
出
生
率
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

な
ど
の
意
見
や
提
案
が
出
さ
れ
、

各
委
員
の
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ

る
第
１
回
の
審
議
会
で
し
た
。

第
１
回
の
審
議
会
時
に
出
さ
れ

た
各
委
員
か
ら
の
質
問
・
提
案
に

つ
い
て
の
協
議
が
行
わ
れ
た
後
、

序
論
を
審
議
し
、
併
せ
て
事
務
局

が
基
本
構
想
に
関
す
る
説
明
を
行

い
ま
し
た
。（
７
月
８
日
開
催
）

◎
主
な
意
見

・
計
画
を
評
価
・
検
証
で
き
る
よ

う
に
目
標
値
を
設
定
す
る
こ
と

や
財
政
計
画
を
示
す
こ
と
は
良

い
こ
と
。

・
民
間
主
体
と
い
う
こ
と
だ
け
で

は
な
く
、行
政
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
も
必
要
な
こ
と
。

・
市
民
と
共
有
で
き
る
計
画
に
な

る
よ
う
に
考
え
て
欲
し
い
。

・
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
で
重

要
度
が
低
い
項
目
に
つ
い
て
も

重
要
な
も
の
も
あ
る
。

・
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
者
の

属
性
（
高
齢
者
が
多
い
な
ど
）

を
考
慮
し
た
方
が
い
い
。

な
ど
の
意
見
や
提
案
が
出
さ
れ
、

よ
り
深
い
議
論
と
な
り
ま
し
た
。

中
・
高
生
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、

市
内
中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
在

学
２
年
生
合
計
４
７
７
人
に
対
し

て
行
い
、こ
の
う
ち
４
１
９
票
の
有

効
回
答
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

◎
住
み
や
す
さ
に
つ
い
て

中
学
生
は
「
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
住
み
や
す
い
」
が

・
０
％
と

５６

特
に
高
く
、「
住
み
や
す
い
」
が

・
２
％
と
続
き
ま
す
。（
左
記
グ

１９ラ
フ
１
）

一
方
、
市
内
在
住
高
校
生
も「
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
住
み
や
す
い
」

が

・
６
％
と
特
に
高
く
、「
ど
ち

５３
ら
か
と
い
え
ば
住
み
に
く
い
」
が

・
０
％
で
続
い
て
い
ま
す
。

２５

◎
将
来
住
み
た
い
か
に
つ
い
て

中
学
生
は
「
下
田
市
以
外
に
も

住
み
た
い
が
、
い
ず
れ
も
ど
っ
て

き
た
い
」
が

・
０
％
と
半
数
を

５０

占
め
、
続
い
て
「
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
住
み
た
い
」
が

・
９
％
、

１５

「
住
み
た
い
」
が

・
３
％
と
肯

１４

定
的
な
意
見
が
多
く
占
め
て
い
ま

す
。（
左
記
グ
ラ
フ
２
）

一
方
、
市
内
在
住
高
校
生
は
、

「
下
田
市
以
外
に
も
住
み
た
い
が
、

い
ず
れ
も
ど
っ
て
き
た
い
」
が

・
６
％
と
最
多
で
、
続
い
て

３６
「
住
み
た
く
な
い
」
が

・
５
％
、

２０

「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
住
み
た
く
な

い
」
が

・
８
％
と
中
学
生
に
比

１８

べ
否
定
的
な
意
見
が
多
く
な
っ
て

い
ま
す
。

会会会議資料や概要、アンケート結果は市のホームページや情報公開コーナーでも開示していますので、ご覧ください。会議資料や概要、アンケート結果は市のホームページや情報公開コーナーでも開示していますので、ご覧ください会議資料や概要、アンケート結果は市のホームページや情報公開コーナーでも開示していますので、ご覧ください。。

※
注

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

事
業
活
動
に
お
け
る
生
産
・
品
質

管
理
な
ど
の
管
理
業
務
を
円
滑
に
進

め
る
手
法
の
一
つ
。
Ｐ
ｌ
ａ
ｎ（
計
画
）

↓
Ｄ
ｏ（
実
行
）↓
Ｃ
ｈ
ｅ
ｃ
ｋ（
評

価
）↓
Ａ
ｃ
ｔ（
改
善
）の
４
段
階
を
繰

り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
業
務
を
継

続
的
に
改
善
す
る
こ
と
。

【市内在住高校生】

前前前回の広報７月号では、策定中の総合計画について、下田市総合計画審議会を設置

したことをお伝えしました。今回は、これまでに開催された審議会の内容と、昨年

１１１０月から１１月にかけて行った中・高生アンケート結果の一部をお知らせします。

前回の広報７月号では、策定中の総合計画について、下田市総合計画審議会を設前回の広報７月号では、策定中の総合計画について、下田市総合計画審議会を設置置

したことをお伝えしました。今回は、これまでに開催された審議会の内容と、したことをお伝えしました。今回は、これまでに開催された審議会の内容と、昨昨年年

１０月から１１１０月から１１月月にかけて行った中・高生アンケート結果の一部をお知らせしますにかけて行った中・高生アンケート結果の一部をお知らせします。。

【中学生】

【市内在住高校生】 【中学生】

下田市総合計下田市総合計画画下田市総合計下田市総合計画画
10年後の下田市を考えよう！10年後の下田市を考えよう ！ 10年後の下田市を考えよう！10年後の下田市を考えよう ！ 

グラフグラフ１１ 住住み心　住み心地地

グラフグラフ２２ 定住志　定住志向向

国国国民健康保険医療受給者証が更新となります国国民健康保険医療受給者証が更新となりま国民健康保険医療受給者証が更新となりますす

－５－  広報しもだ  ２０１０. ８ 月号

有効期限の過ぎた古い証書は、細かく裁断し破棄してください （返却する必要はありません）。

問合せ先　健康増進課国保年金係　緯鰻3922

　高齢受給者証の更新は毎年８月１日です。新しい受給者証は７月下

旬に郵送していますのでご確認ください。また、高齢受給者証は７０歳

の誕生月の翌月 （１日生まれの方は誕生月） から交付されます。８月以

降に７０歳になる人には、誕生月の下旬に高齢受給者証を郵送します。

対象となる人割合

同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70歳～74歳までの

国保被保険者がいる人

ただし、70歳～74歳までの国保被保険者の収入合計が2人以上の

場合で520万円未満、1人の場合は383万円未満である場合、申請

すると1割になります。

現
役
並
み
所
得
者

３割

現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱに該当しない人一
般

１割
低所得者Ⅰ･Ⅱの人は入

院の際に「限度額適用・

標準負担額減額認定証」が

必要になりますので窓口

で申請してください。

同一世帯の世帯主と国保被保険者全

員が住民税非課税の人

（低所得者Ⅰ以外の人）

低
所
得
者
Ⅱ

同一世帯の世帯主と国保被保険者全

員が住民税非課税であって、各所得

がいずれも0円の人（年金の所得は控

除額を80万円として計算）

低
所
得
者
Ⅰ

新新しい受給者証はうぐいす色、７月下旬に郵送しまし新しい受給者証はうぐいす色、７月下旬に郵送しましたた

　７０歳から７４歳の国民健康保険加入者における住民税課税状況と前年

の所得などによって医療機関で支払う自己負担割合が決まります。

自己負担割自己負担割合合

「限度額適用認定証」、「標準負担額減額認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証「限度額適用認定証」、「標準負担額減額認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」」は申請が必要ですは申請が必要です

˔「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、７０歳以上

で非課税世帯（低所得者Ⅰ・Ⅱ）の方が入院される際

に必要となります。

「̝限度額適用認定証」、「標準負担額減額認定証」は、

７０歳未満の人が入院される際に必要となります。利用

される方は国保年金係の窓口に申請してください。

※「限度額適用認定証」は、国民健康保険税に未納が

あると交付できません。また、「標準負担額減額認定

証」は、非課税世帯の方のみ交付できます。

現在認定証をお持ちの方は有効期限をご確認ください

　古い認定証は有効期限が平成２２年７月３１日となって

います。８月の更新に伴い、引き続き利用される方は

再度申請が必要になります。

※８月中の申請で、８月１日からの適用になります。

申請に必要なもの　国民健康保険証・印鑑

※本人以外の人が来庁される場合は、その人の本人確

認のできるものが必要になります。また、同一世帯で

ない人の場合は委任状も必要になります。

8月1日より「特定疾病療養受療証」が更新となりま8月1日より「特定疾病療養受療証」が更新となりますす

　現在ご利用の方には、７月下旬に更新したものを送

付します。負担割合は、前年の所得と世帯状況により、

毎年判定するため、前回と異なる場合があります。お

手元の「特定疾病療養受療証」をご確認ください。

「̝特定疾病療養受療証」 は、厚生労働大臣が指定する

特定疾病（先天性血液凝固因子障害の一部 ・ 人工透析が

必要な慢性腎不全 ・ 血液凝固因子製剤の投与に起因する

Ｈ Ｉ Ｖ感染症） の人が病院などの窓口で必要となります。

①住所・氏名・生年月日などを確認してく

ださい。

②自己負担割合が記載されています。

③有効期限などを確認してください。

※内容が異なる場合はご連絡ください。

○1 

○2 

○3 

高齢受給者証の内容を確認しましょう ！ 


